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「県立高等学校改革基本計画（2019年度～2028年度）」の策定に係る県民意見公募の 

実施結果について 

福島県教育委員会 

 

１ 件名「県立高等学校改革基本計画（平成 31年度～平成 40年度）（素案）」について 

 ２ 実施期間：平成 29年 11月 27日～平成 30年２月２日 

 ３ 策定する計画等の名称「県立高等学校改革基本計画（2019年度～2028年度）」 

 ４ 提出された意見 

  (1)提出された意見の数 ７件（２５項目） 

  (2)提出された意見に対する県の対応 以下のとおり 

N

O 
章 

ペ
ー
ジ 

行 該当項目 御意見の概要 県の対応 

1 Ⅰ 1 27 

計画策定

の趣旨・

計画の理

念につい

て 

 「県立高等学校改革基本計

画（素案）」をまとめ、今後

１０年を見据えた県立高等学

校改革の方向性を示す基本計

画と、併せて再編整備の具体

的な対象校名を含む５カ年単

位（前期・後期）の実施計画

の策定に向け、広く県民から

の意見を求める機会を設けた

ことは大変有り難い。 

 今回いただきました本計画

に対する県民の皆様からの御

意見を参考にしながら、県立

高等学校改革基本計画及びそ

の後の実施計画を策定してま

いります。 

2 Ⅱ 4   

「県立高

等学校改

革計画」

の取組・

現状と成

果・課題 

 県立高等学校の改革に向け

た現状、取組、成果、課題に

関して、具体的計数等を用い

て説明しており、概ね理解で

きる。 

 今後も、これまでの県立高

等学校改革計画「一次まと

め」「二次まとめ」の取組・

現状・成果と課題を十分に踏

まえて、県立高等学校改革を

推進してまいります。 

3 Ⅲ 29   

教育をめ

ぐる社会

情勢の変

化 

 教育をめぐる社会情勢の変

化について、商工業の現状と

相通じるものがある。人口減

少と少子高齢社会の同時進行

は、全国の地方小都市等が抱

える共通の課題である。特

に、本県に限っては震災と原

発事故の複合災害に起因する

児童生徒数の減少や放射能問

題等があり、当地域もその影

響が及んでいる。従って、こ

れら特有の分野に関する影響

については、この改革にどの

 本県においては東日本大震

災等の影響で一時的に大幅な

減少となった後も、人口減少

は依然として続いておりま

す。本計画において、各地区

の現状や今後の中学校卒業見

込者数を十分に踏まえながら

改革を進めてまいります。 
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ように関係していくかは不安

要素である。 

4 Ⅴ 51 12 

基本方針

１(1)生

き抜く力

を支える

確かな学

力の向上

に向けた

取組の推

進 

 大学進学率や就職率といっ

た「率」の向上が、学力向上

の最終目的にならないような

配慮をお願いしたい。高度な

大学教育に応じた学力を身に

付けさせる資格取得や就職が

できる学力を身に付けさせる

といった目的がよい。 

 生徒に身に付けさせたい力

を明示し、以下のとおり修正

します。基本方針１に示した

とおり、社会の変化に的確に

対応できる生き抜く力を育む

ことを高等学校教育の目標の

一つとして、高等学校改革を

推進してまいります。 

  

→(p.51 12行目）「基礎・基

本となる学力を基盤として、

大学等の上級学校での学びに

対応できる、より高い学力の

養成や、社会人として必要な

実践的な知識・技能の習得な

ど、生徒の進路実現のために

必要とされる学力や資質を向

上させるための取組を充実さ

せる。」 

5 Ⅴ 51 15 

基本方針

１(1)生

き抜く力

を支える

確かな学

力の向上

に向けた

取組の推

進 

 地域や生徒の実態を踏まえ

て各校の教育目標をもとに学

校全体で教育課程の改善を進

めるのであれば、31年度から

の実施では時間がないのでは

ないか。具体的な計画案等策

定を始めるのであれば、少な

くても 30年、31年度は具体

的な検討期間とすべきであ

る。 

 県立高等学校改革に当たっ

ては、各高等学校のこれまで

の教育活動を十分に踏まえな

がら検討を進めてまいりま

す。その際、地域や学校関係

者から丁寧に意見を伺う機会

を確保しながら進めてまいり

ます。 

6 Ⅴ 53 13 

基本方針

１(5）地

域と連携

し、地域

の特色を

生かした

学校づく

りの推進 

 社会人として求められる意

識・知識・価値観、また協調

性・協働性（コミュニケーシ

ョン能力）など、社会人とし

ての汎用的な能力（ジェネリ

ック・スキル）、社会人基礎

力、またはコンピテンシー

（能力・行動能力）を養うた

めには、地域人材との連携教

育体制（コミュニティ・スク

ールなど）によって、授業の

中だけでは育てきれない、多

様な課題解決のチャンスを

AL/PBLの手法を取り入れなが

ら、地域人材と共に学び合

い、双方向の、多角的な視野

と価値観のなかで、これから

 いただいた御意見のとお

り、「地域と連携し、地域の

特色を生かした学校づくり」

を進めるとともに、今後、コ

ミュニティ・スクールの検討

も含めて地域と学校との連携

をさらに推進してまいりま

す。 

 また、生徒の多様化の背景

には、御指摘のとおり、生徒

の家庭環境の多様化や情報化

社会の影響も大きく関わって

くることから、教育に関わる

今日的な課題に対応した研修

を充実させ、質の高い高等学

校教育を担保する取組を進め

てまいります。 
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の学校教育運営にも関わる存

在として、コミュニティ・ス

クールの実運用は、最も必要

な地域連携教育体制と思われ

る。 

 また近年の、生徒の意識の

多様化と興味・行動の委縮化

は、単に生徒個人や世代の問

題ではなく、むしろ、情報化

環境に端を発し、家庭生活環

境、直接には親（大人）の価

値観の多様化に大きく関連し

ている。これらへの対応は、

学校という規模や役割ではフ

ォローできないところにあ

る。これこそ、「主体的 PTA

組織」や「学生の主体的組織

（例えば、学校間の PBL活動

など）」による、内心から内

観のプロセスによる意識改革

も、これからの少子化教育に

おける質の向上にとって重要

なアプローチではないか。 

7 Ｖ 53 13 

基本方針

１(5）地

域と連携

し、地域

の特色を

活かした

学校づく

りの推進 

 素案で多用される単語は、

「特色」[多様」（各 20回以

上）、「個々」「細やかな」

10回以上、「地域」（100回

以上）であり、「地域の意見

の反映」が重要である。 

 いただいた御意見のとお

り、今後も学校と地域が連携

し、地域の声を学校運営や教

育活動に反映するとともに、

学校の再編整備に当たっても

地域の声を丁寧に伺いながら

進めてまいります。 

8 Ⅴ 54 17 

基本方針

２(6)多

様な学習

機会の充

実 

 学び直しの機会の確保を検

討するのは素晴らしいことで

ある。自分の居場所、自分が

できることを探すことができ

る教育の推進を望む。 

 様々な事情により基礎学力

が十分に定着せずに高校に進

学する生徒にとって、学び直

しの機会の確保は今後ますま

す重要になると考えます。従

って、今後、学び直しの機会

の確保とともに、志願者の動

向や地域の実状等に応じて地

区ごとの配置や再編を検討す

ることとし、定時制や通信制

の学び直しとしての役割を以

下のとおり修正します。 

 

→ (p.54 20行目）「定時制

高等学校については、様々な

入学動機や学習歴を持つ生徒

の学び直しとしての役割も踏
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まえ、志願者の動向や地域の

実状等に配慮しながら、地区

ごとの配置や再編も含めて検

討する。」 

 (p.54 23行目）「通信制高

等学校についても、学び直し

としての役割を重視し、各方

部における受講生の状況や生

徒の志願動向等を考慮し、通

信制協力校の配置や連携の在

り方等について検討する。」 

9 Ⅴ 54 26 

基本方針

１（6）

多様な学

習機会の

充実 

 教育のノーマライゼーション

という観点から、包み込む教

育（インクルーシブ教育）が

改革基本計画の中にあるとい

うこと、また、これが実践さ

れていくことで、誰もが、社

会の中で活躍し、存在する価

値と必要性があるということ

を、日常の高等学校教育・生

活の経験の中で育まれるとい

うことである。 

 このインクルーシブ教育

は、北欧３国（デンマーク・

フィンランド・スウェーデ

ン）において、幼少期の段階

から実践されているが、ま

た、日本国内でも、幾つかの

自治体単位（広島県福山市鞆

町など）では実践されてお

り、このような取組みをしよ

うとする姿勢が、市民（ここ

には、児童・生徒・学生も含

まれる）の意識や社会的価値

観を変えていくことに繋がっ

ていると聞いている。 

 このインクルーシブな教育

環境が積極的に、県立高校全

体の規模で実施に向かうこと

は、特に「いじめ」や「排他

的な社会」を生まない人間形

成のために極めて重要であ

り、革新的な取り組みであ

る。 

 これらが基本計画に盛り込

まれていることは、少子化と

向き合う学校教育、近未来社

会の形成において、極めて重

 いただいた御意見のとお

り、生徒の障がいの状態や教

育的ニーズに応じた丁寧な対

応を進めるとともに、障がい

のある生徒とない生徒がとも

に学ぶインクルーシブ教育シ

ステムの実現に向けた取組を

推進してまいります。 
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要な取り組みであると思われ

る。 

10 Ⅴ 55 13 

基本方針

２(9)一

人一人の

夢を実現

させる教

育力の向

上 

 教員の質の向上が重要にな

ってきているのは間違いな

い。きめ細やかな指導が必要

な学校に、進学校の指導法を

そのまま取り入れている教員

がいる。その教員が経験豊富

な教員であるため、他の教員

は意見が言えない状況もあ

る。各学校の状況に合わせた

教員の配置をすぐにすすめる

ことが必要である。 

 教員の配置については、各

学校の状況に応じて、きめ細

かな指導が可能となるよう、

適切な配置を引き続き進めて

まいります。 

併せて、学習指導要領の改

訂や高大接続改革に対応して、

新しい学びに対応する教員の

資質向上がますます求められ

ています。県教委で平成 29年

12月に策定した「校長及び教

員としての資質の向上に関す

る指標」を踏まえ、以下のと

おり修正します。 

 

→(p.55 18行目）「校長およ

び教員としての資質の向上に

関する指標をもとに、各教員

の資質向上を図るとともに、

互見授業や校内研修などを通

して、同僚教員どうしが学び

合う機会や校内体制を充実さ

せる。また、教職員の経験や

職能に応じた研修や今日的な

課題に対応した研修の充実

等、教職員研修の全体計画を

見直すとともに、教職大学院

や企業等における長期間の研

修の成果を現場の学校に還元

できるよう取組を継続する。」  

11 Ⅴ 56 28 

基本方針

３（10）

学ぶ意欲

を引き出

す望まし

い学校規

模 

 一定の集団規模が４クラス

以上とは考えにくい。１クラ

ス３０人、２学級程度が理想

である。 

 中学時代は高校入試につい

ていけず、自分の将来を考え

る時間がなく戸惑ってしまっ

た子供達がかなり存在する。

やればできるという達成感を

経験させてあげる機会が必要

であり、その基本は魅力ある

小規模校づくりではないか。

細やかなコーチングが必要で

ある。 

 生徒の社会性の涵養、幅広

い学習ニーズへの対応、学校

行事や部活動の活性化などの

観点から、一定の集団規模を

確保する必要があり、そのた

めに望ましい学校規模を１学

年当たり４～６学級と考えて

います。一方で、チーム・テ

ィーチング、習熟度別学習、

コース制、少人数教育等、様々

な学びの形態によって、個に

応じたきめ細かな指導が可能

となるよう教員数の確保に努

めてまいります。 
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12 Ⅴ 57 8 

基本方針

３ 

(11)望ま

しい学校

規模への

再編整備

の推進 

「（5）地域と連携し、地域の

特色を生かした学校づくりの

推進」には、大きな期待を寄

せる。ただ、p.57の（11）望

ましい学校規模への再編整備

の「同一市町村に隣接する複

数学校が存在する……望まし

い学校規模となるよう統合す

る。」との兼ね合いを検討し

ていただきたい。 

 なぜなら、町村合併により

町に複数学校が存在するよう

になった場合、同じ町にある

学校といっても、それぞれの

学校には旧地域の核となり、

地域と共に歩んできた長い歴

史がある。又、学校によせる

思いや期待も旧地域ごとに差

もある。是非、そのような地

域の学校には「（5）地域と連

携し、地域の特色を生かした

学校づくりの推進」の考えを

大切にし、p.57の（11)の内

容については、十分な検討を

願う。 

 隣接する市町村にある学校

の統合についても同じだと考

える。 

 一定の集団規模を確保する

必要から、望ましい学校規模

を１学年当たり４～６学級と

し、３学級以下の学校は統合

を推進することとしておりま

す。御意見のとおり、当該高

等学校が長年に渡って地域で

果たしてきた役割を十分に踏

まえ、所在市町村をはじめと

して地域の関係者から意見を

伺いながら統合を進めてまい

ります。 

 具体的な対象校について

は、実施計画で示すこととし

ますが、当該地域の状況を十

分考慮した上で、再編整備を

進めてまいります。 

13 Ⅴ 57 8 

基本方針

３(11)望

ましい学

校規模へ

の再編整

備の推進 

 主要４都市以外の中山間部

には１学年３クラス未満の小

規模校も多くある。教育施設

の整備は、子育て環境・児童

生徒の教育の場づくりとして

重要であり、若い世代の定着

や都市からの定住促進を進め

る上では、最も必要な施策要

素となる。既に定数減とした

高等学校であっても、地域の

産業や社会環境等を踏まえ、

必要と判断される高等学校に

は、逆に見直し増とする改革

もあってよいと考える。 

 高等学校の再編整備に当た

っては、今後も当該高等学校

が地域で果たしてきた役割を

十分に踏まえ、地区の中学校

卒業見込者数や生徒の志願動

向等を考慮しながら、進めて

まいります。 
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14 Ⅴ 57 8 

基本方針

３(11)望

ましい学

校規模へ

の再編整

備の推進 

・県北地区においては、福島

西・北・東・南の維持か統合

かが大きいと考える。 

・県中地区においては、普通

科系高校（郡山東・郡山・あ

さか開成・須賀川・須賀川桐

陽）の動向は私立高校とのバ

ランスの上で再編は必要と考

える。 

・県南地区においては、１学

年２学級塙工業・石川、なら

びに修明鮫川校の動向は、地

域からの意見を丁寧に聴く必

要があると考える。 

・会津・南会津地区において

は、１学年２学級をどこまで

再編できるか、あわせて会津

北部の特別支援学校設立と耶

麻農業高校存続は大きく関わ

ると考える。 

・いわき地区においては、普

通科２学級の好間・遠野・四

倉について、通学時間だけで

なく、各学校の現状や取り組

みを踏まえた対応を望む。 

・相双地区においては、現在

の学校数の維持を強く望む。

新地高校については、柔軟な

対応を期待したい。 

・今後も少子化が進む中で、

学級減は再編計画の前にも進

行する。再編計画を視野に入

れた対応を強く望む。 

 高等学校の再編整備に当た

っては、今後も当該高等学校

が地域で果たしてきた役割を

十分に踏まえ、地区の中学校

卒業見込者数や生徒の志願動

向等を考慮しながら、進めて

まいります。 

 なお、各高等学校の具体的

な方向性については、実施計

画において示してまいりま

す。 

15 Ⅴ 57 8 

基本方針

３(11)望

ましい学

校規模へ

の再編整

備の推進 

 進学指導重点校の目的をし

っかりと達成するためには、

定数は少ない方がよい。又、

少なくすることで周辺校を目

指す生徒が増加し、各学校の

活性化も期待できる。 

 進学指導重点校も含めて、

各高等学校において、生徒の

社会性の涵養、幅広い学習ニ

ーズへの対応、学校行事や部

活動の活性化などの観点か

ら、一定の集団規模を確保す

る必要があります。その一方

で、「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けたアクテ

ィブ・ラーニングの視点から

の授業改善が求められる中

で、生徒どうしあるいは生徒

と教員がお互い顔と名前が一

致する環境で、継続した人間

関係を保ちながら様々な形態
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によるきめ細かな指導が行わ

れるために、望ましい学校規

模を最大で６学級としており

ます。 

16 Ⅴ 57 8 

基本方針

３(11)望

ましい学

校規模へ

の再編整

備の推進 

 小規模校の学校に進学して

いる生徒の多くは、通学手段

さえあれば、他の学校に進学

したいのではないか。通学手

段・交通手段の改革を提案す

る。 

 高等学校の再編整備によっ

て遠距離通学や自宅外からの

通学が必要となる生徒に対し

て、負担軽減の措置を検討し

てまいります。 

17 Ⅴ 59 9 

基本方針

３(13)社

会の変化

に対応し

た学科の

適切な配

置 

 各校の魅力化のために、以

下の点について、具体的な方

向性を示すべきである。（1）

普通系専門学科の在り方（2）

農業科と福島大学食農学類と

の関わり（3）工業科における

希少学科の在り方（4）商業科

単独校・併置校・普通科商業

科コースにおける商業科の授

業の質の確保（5）他学科から

総合学科への改編（6）各地区

の定時制高校の存続（あるい

は定時制課程を併置） 

 また、十分な教員確保とカ

リキュラムの充実を目指して

ほしい。現在の各校のコース

制についても、見直しを進

め、安易なコース制の廃止に

よる生徒の学びの選択肢が少

なくならないようにしてほし

い。 

 生徒の興味･関心や進路希

望、地域産業を支える人づく

り等の観点から、地区ごとに

適切に学校・学科を配置して

まいります。また、社会の変

化の中で、教育内容の魅力化

や場合によっては学科の改編

も検討してまいります。 

 具体的な各校の在り方につ

いては、実施計画において、

志願動向や各地区の実状等を

考慮しながら具体的に示して

まいります。  

18 Ⅴ 59 9 

基本方針

３(13)社

会の変化

に対応し

た学科の

適切な配

置 

 学校の再編整備・特色化に

よる教育活動の魅力化と言い

ながら、減少傾向にあっても

一定の規模の確保という方針

のもと、学校の再編整備・特

色化による教育活動の魅力化

のためと、ただ、単なる数合

わせで「改革・再編・統廃

合」の名のもと断行しないで

ほしいと願う。 

 今でさえ求人数の確保が困

難な中、「地域に対し、地元

商工事業が果たしている役割

を認識していない」と地域企

業から指摘され、雇用と地域

社会の関わり、「まち・ひ

と・しごと」の重要性や相関

 本計画では、地域産業を支

える人づくり、震災や原発事

故からの復興・再生の観点等

から、他学科（普通科等と総

合学科）と職業系専門学科の

割合を見直し、２：１とする

こととしております。 

 学科の具体的な方向性につ

いては、各地区の状況を十分

考慮した上で、実施計画にお

いて示すこととします。 



9 

 

関係を改めて実感している。 

 高等学校教育は「学力の維

持・向上」ばかりでなく、地

域を牽引する人材の育成とい

う大きな命題も抱えており、

学校が地域に果たす役割を重

視して検討・判断してほし

い。特に、地域の学校に通

い、地域に職を求め、地域の

コミュニティー・社会を支え

ているのは、地域の次代を担

う子供であり、その時期

が高校時代に養われ（培われ）、

その教育がその後の人生まで

も左右している。 

 一定のクラスを持ち、適正

な規模の学校となり、学力も

高まり進学校としての価値が

高まることだけが高等学校の

教育改革なのではなく、農

業・漁業、工業・商業と実業

系までの幅広い分野で均衡の

取れた人材育成ができ、次代

の変化を見据えながら学級数

や学科全体の在り方を見直

し、地域の特色や魅力など多

様性のある学校づくりを進

め、生徒の志願選択を広げる

ような改革としてほしい。 

19 Ⅴ 59 9 

基本方針

３(13)社

会の変化

に対応し

た学科の

適切な配

置 

「普通科と普通系専門学科及

び総合学科」と「職業系専門

学科」の比率を県全体で２：

１にするとあるが、七つの生

活圏の中でも２：１であれば

よい。南会津にも農林系など

「職業系専門学科」の設置な

ど検討してほしい。 

 各地区の具体的な高等学校

の在り方については、地域産

業の人材育成と生徒の多様な

進路希望の実現の観点から、

各地域の実状を踏まえて実施

計画で示してまいります。 
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20 Ⅴ 60 1 

基本方針

３（14）

きめ細か

な指導が

可能とな

る教育環

境の整備 

 自分自身で前に進むことが

できる子供は、そっと見守る

だけで成長する。その一方

で、何らかのサポートを必要

とする子供達がいることも確

かである。本人が自分を変え

ようと努力している時に、手

を差し伸べるのが教育であっ

てほしい。生徒の数だけで教

員の数（部活含）を制限すべ

きではない。 

 地域と学校の在り方を、基

礎的なところから検討する機

会を与えてほしい。 

 生徒のニーズが多様化する

一方、その抱える問題も複雑

化していることから、個に応

じたきめ細かな指導や、特別

な支援を要する生徒への対応

が可能となるよう教員数の確

保に努めるとともに、教員の

適切な配置を進めてまいりま

す。 

 また、p.53(5)「地域と連携

し、地域の特色を生かした学

校づくりの推進」にあるとお

り、地域との連携や協働によ

る魅力ある学校づくりを推進

してまいります。 

21 Ⅴ 60 6 

基本方針

３(15)学

校の特色

化と情報

発信 

 各学校が特色を持つことは

大切であるが、学校の力だけ

で特色を出すことは難しい点

も多い。是非、県教委自身が

それぞれの学校にどのような

特色を持たせたいのかを明確

にし、その支援をお願いした

い。そもそも学校の大きな目

的には「地域を担う人材の育

成」があるので、教育をとお

して地域振興を図ることが大

切である。又、そのことが特

色になるとよい。 

 南会津地域の高校では過去

に、普通科志向の高まりから

か、農林科や家政科がなくな

り、地域産業を担う人材の減

少や地域産業の衰退が起こっ

たとも感じる。子ども達の願

いをくみ取ることは、とても

大切だが、地域の声を聞くこ

とも大切である。 

以上の点から、その地域をど

のようにしたいのか、そのた

めにはどんな人材が必要で、

育てるためにはどんな高校が

必要かなど、県として地域と

十分に話し合いながら県立学

校改革を進めてほしい。又、

昔の学区制度の利点なども見

直してほしい。 

 御意見の通り、これまで学

校が地域の中で果たしてきた

役割を踏まえて、地域と連携

し、地域の特色を生かした学

校づくりを進めることによっ

て、地域の発展に貢献できる

人づくりを推進してまいりま

す。今後、所在市町村をはじ

めとして地域の関係者からも

丁寧に意見を伺いながら、改

革を進めてまいります。 
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22 Ⅴ 60 6 

基本方針

３(15)学

校の特色

化と情報

発信 

 福島県の高校生の部活動を

支援するために、部を設置す

る段階から教育委員会が関わ

ることを提案する。 

１ 野球部はＡ校とＢ校、

サッカー部はＧ校とＬ校、ラ

グビー部はＭからＯ、ハンド

ボールはＰからＲというふう

に学校を指定し、その部の指

導者には、能力とやる気を兼

ね備えた教師を赴任させる。 

２ 高校へのニーズや不満

の中には、現状の部活動への

保護者や生徒からの要望がた

くさんある。子供が少なくな

るから学級数を減らすという

対応では、私立高校や県外の

高校に、向上心が高くチャレ

ンジ精神にあふれる中学生が

流出していく。福島県の人口

減に拍車がかかることに危機

感を感じる。 

５０歳以上の人が残したい高

校を存続することより、小学

生や中学生が行きたくなる高

校、保護者が行かせたい高

校、魅力ある高校を望む。 

 御意見にありました部活動

ばかりでなく、丁寧な学習指

導や資格取得、地域と連携し

た取組、ボランティア活動な

ど、生徒が活躍できる場を積

極的に設けるなど、各校が教

育内容の特色化を図り、生徒

一人一人の資質や能力を伸長

させることのできる魅力ある

高等学校づくりを推進してま

いります。 

23 Ⅴ 60 6 

基本方針

３(15)学

校の特色

化と情報

発信 

統合編成新設時に、男子

校、女子校を検討してほし

い。例えば男子校で言えば、

ラグビー、男子新体操、男子

シンクロ、男子チアリーディ

ングなど。女子校で言えば、

サッカー、野球、ラグビー、

過疎・中山間地域を活かす自

転車部、競輪部、マーチング

バンド部などの部活動が可能

となる。 

 県立高改革計画「一次まと

め」に基づき、平成 15年度に

は全県立高校が男女共学とな

り、生徒の適性や進路希望に

応じて高校の選択肢が広が

り、教育活動が活性化した経

緯を踏まえて、今後も男女共

学は継続してまいります。 

御意見にありました部活動ば

かりでなく、丁寧な学習指導

や資格取得、地域と連携した

取組、ボランティア活動な

ど、生徒が活躍できる場を積

極的に設けるなど、各校が教

育内容の特色化を図り、生徒

一人一人の資質や能力を伸長

させることのできる魅力ある

高等学校づくりを推進してま

いります。 



12 

 

24 Ⅴ 62 4 

基本方針

４(17)過

疎・中山

間地域に

おける教

育環境の

向上 

 中山間地域は、子供達の学

習機会の確保だけでなく、地

域の人達も一緒に学ぶ機会を

つくることにより、社会に出

るための心構えを考える機会

を得ることができる。 

御意見のとおり、過疎・中

山間地域の高等学校にあって

は、引き続き、所在市町村の

支援と協力のもと、地域と学

校が協働して教育環境の向上

を図るように努めてまいりま

す。 

25 Ⅴ 62 4 

基本方針

４(17)過

疎・中山

間地域に

おける教

育環境の

向上 

 都市部や首都圏への人口集

中の中、過疎地域の魅力を利

用することが必要である。都

市部から生徒を呼び込むため

に、仮設住宅を寮として利用

できるのではないか。 

 学校の教育活動において、

地域の集会場を高齢者の経

験・知識の伝承や部活動のミ

ーティングとして活用するこ

とも検討すべき。集会場だと

ボランティア活動も実施が容

易である。 

 既存の施設を活用すること

や県内の健康増進施設にある

トレーニング機器を提供して

もらい、低コストで実施でき

る。 

 いただいた御意見について

は、過疎・中山間地域におけ

る教育環境の向上の取組の参

考にさせていただきます。 

 


